
   神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 4 5年 神 奈 川 県 規 則 第 4 3号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 1 0条 中 「 公 示 送 達 は 」 の 次 に 「 、 地 方 税 法 施 行 規 則 （ 昭 和 2 9

年 総 理 府 令 第 2 3号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 １ 条 の ８ 第 １ 項 に

規 定 す る 方 法 に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 閲 覧 す る こ と が で き る 状 態

に 置 く 措 置 を と る と と も に 」 を 加 え る 。  

第 3 7条 第 １ 項 中「 地 方 税 法 施 行 規 則（ 昭 和 2 9年 総 理 府 令 第 2 3号 。

以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 」 を 「 省 令 」 に 改 め る 。  

第 4 4号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第44号様式（公示送達用）（別表第４関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

公 告 書  

第  号  

年  月  日  

神奈川県   事務所長    

 

 次の表の左欄に掲げる者に送達すべき徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、 

これらの者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達できません。これらの 

書類については当所で保管していますので、申出があればいつでも交付します。 

送 達 を 受 け る べ き 者 送達すべき書類を特定するために必要な情報 

氏 名 （ 法 人 の 名 称 ） 番 号 根 拠 法 令 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 2 1日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 第 1 0条 及 び 第 4 4号 様 式 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の

日 以 後 に す る 公 示 送 達 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に し た 公 示 送 達

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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